
目

次

告

示

○
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃

止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者
の
一
般
相
談
支
援
事
業
の

廃
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
児
童
福
祉
法
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
特
定
農
業
用
た
め
池
の
指
定
の
解
除
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

教
育
委
員
会

○
県
文
化
財
の
指
定
及
び
追
加
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
文

化

財

保

護

課
）
…
三

公
営
企
業

○
青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
qqqqqqqqqqqq（
病

院

局

総

務

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
み
や
ぎ
会
八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

生
活
介
護
多
機
能
型
事

業
所
大
石
の

里

弘
前
市
大
字
百
沢

字
東
岩
木
山
三
一

三
八
の
二

令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を

行

う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

青
森
県
報

（毎週月･水･金曜日発行）（ ）1 青 森 県 報 第746号令和６年４月８日 月曜日

第
七
百
四
十
六
号

令
和
六
年四

月
八
日

（
月
曜
日
）



社
会
福
祉
法

人
あ
ー
る
ど
五
所
川
原
市
大
字

稲
実
字
稲
葉
三
八

の
一
三

共
同
生
活

援
助

グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
び
ー

た

五
所
川
原
市
若
葉

三
丁
目
四
の
三

令
和六･
三･三一

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
七
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
一
般
相
談
支
援
事
業
者

か
ら
一
般
相
談
支
援
事
業
を
廃
止
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
の
三
十
第
一

項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
一
般
相
談
支
援

事

業

者

地
域
相
談

支
援
の
種

類

一
般
相
談
支
援
事
業
を
行
う

事

業

所

廃

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

社
会
福
祉
法

人
恵
徳
会

上
北
郡
東
北
町
字

古
屋
敷
四
五
の
一
地
域
移
行

支
援

相
談
支
援
事

業
所
け
や
き
上
北
郡
東
北
町
字

古
屋
敷
四
五
の
一
令
和六･
三･三一

社
会
福
祉
法

人
恵
徳
会

上
北
郡
東
北
町
字

古
屋
敷
四
五
の
一
地
域
定
着

支
援

相
談
支
援
事

業
所
け
や
き
上
北
郡
東
北
町
字

古
屋
敷
四
五
の
一
〃

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
八
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

医
療
法
人
芙
蓉
会

メ
ン
タ
ル

ク
リ
ニ
ッ
ク

ラ
・
ポ
ム

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

令
和六･
三･三一

Ⅰ
＆
Ｈ
東
青
森
薬
局

青
森
市
南
佃
一
丁
目
二
の
五

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
四
十
九
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
児
通
所
支
援
事
業
を
行
う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五

の
二
十
五
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者

障
害
児
通

所
支
援
の

種
類

障
害
児
通
所
支
援
事
業
を

行

う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

社
会
福
祉
法

人
幸
喜
会

弘
前
市
大
字
外
崎

三
丁
目
一
の
一
〇
児
童
発
達

支
援

多
機
能
型
事

業
所
ル
ア
ナ

大
開

弘
前
市
大
字
大
開

三
丁
目
六
の
四
一
令
和六･
四･
一

社
会
福
祉
法

人
幸
喜
会

弘
前
市
大
字
外
崎

三
丁
目
一
の
一
〇
放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

多
機
能
型
事

業
所
ル
ア
ナ

大
開

弘
前
市
大
字
大
開

三
丁
目
六
の
四
一
〃

藤
崎
町

南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
西
豊
田
一
丁

目
一

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

児
童
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
わ

ん
す
て
っ
ぷ
南
津
軽
郡
藤
崎
町

大
字
藤
崎
字
下
袋

七
の
一
〇

〃

株
式
会
社
な

で
し
子

東
京
都
中
央
区
銀

座
七
丁
目
一
五
の

八
タ
ウ
ン
ハ
イ
ツ

銀
座
四
〇
六

児
童
発
達

支
援

ポ
コ
ア
ポ
コ

堅
田

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
七
の
一

〃
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株
式
会
社
な

で
し
子

東
京
都
中
央
区
銀

座
七
丁
目
一
五
の

八
タ
ウ
ン
ハ
イ
ツ

銀
座
四
〇
六

放
課
後
等

デ
イ
サ
ー

ビ
ス

ポ
コ
ア
ポ
コ

堅
田

弘
前
市
大
字
田
町

五
丁
目
七
の
一

〃

社
会
福
祉
法

人
つ
が
る
福

祉
会

つ
が
る
市
豊
富
町

屏
風
山
一
の
二
九

七

児
童
発
達

支
援

児
童
発
達
支

援
事
業
所

こ
ど
も
の
森
つ
が
る
市
豊
富
町

屏
風
山
一
の
二
九

七

〃

株
式
会
社
ス

マ
イ
ル
タ
カ

ラ

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
上
久
保
六
一
の

一
六
一

保
育
所
等

訪
問
支
援
ス
マ
イ
ル

は
ぁ
と

上
北
郡
お
い
ら
せ

町
青
葉
六
丁
目
五

〇
の
一
七
二

〃

青
森
県
告
示
第
二
百
五
十
号

農
業
用
た
め
池
の
管
理
及
び
保
全
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
十
七
号
）
第
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
し
た
特
定
農
業
用
た
め
池
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
そ
の
指
定
を
解
除
し

た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
解
除
年
月
日

第
２
小
森
山

弘
前
市
大
字
百
沢
字
東
岩
木
山
一
八
三
二
の

一
、
一
八
三
二
の
二

令
和
六
年
三
月
三
一
日

第
三
小
森
山

弘
前
市
大
字
百
沢
字
東
岩
木
山
一
八
三
三
の

一

〃

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
告
示
第
五
号

青
森
県
文
化
財
保
護
条
例
（
昭
和
五
十
年
十
二
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
表
に
掲
げ
る
も
の
を
県
重
宝
に
指
定
し
、
及
び
県
重
宝
に
追
加
指
定
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
教
育
委
員
会

一

県
重
宝
に
指
定
す
る
も
の

種
別

名

称

員
数

所

在

地

所

有

者

県
重
宝

旧
石
戸
谷
家
住
宅

一
棟

弘
前
市
大
字
川
合
字
岡
本
一

六
〇
の
一

弘
前
市

県
重
宝

小
田
八
幡
宮
八
脚
門

一
棟

八
戸
市
小
田
一
丁
目
二
の
一

宗
教
法
人
八

幡
宮

二

県
重
宝
に
追
加
指
定
す
る
も
の

種
別

名

称

員
数

所

在

地

所

有

者

県
重
宝

鹿
島
沢
古
墳
群
出
土
品

（
一
括
）

三
六
点

八
戸
市
大
字
根
城
字
東
構
三

五
の
一

八
戸
市

公

営

企

業

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
六
年
四
月
八
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

大

山

力

青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
六
号

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
病
院
局
職
員
就
業
規
程
（
平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
病
院
事
業
管
理
規
程
第
七
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
七
条
第
一
項
中
「
第
六
条
の
二
の
二
第
四
項
」
を
「
第
六
条
の
二
の
二
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

生
後
満
一
年
六
月
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
た
め
職
員
が
申
し
出
た
場
合

一
日
二
回
そ

れ
ぞ
れ
六
十
分
以
内
の
申
し
出
た
期
間
（
当
該
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

が
、
当
該
職
員
が
こ
の
号
の
休
暇
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
日
に
お
け
る
こ
の
号
の
休
暇
（
こ
れ

に
相
当
す
る
休
暇
を
含
む
。
）
を
承
認
さ
れ
、
又
は
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り

同
日
に
お
け
る
育
児
時
間
（
他
の
法
律
等
の
規
定
に
よ
る
こ
れ
に
相
当
す
る
時
間
を
含
む
。
）

を
請
求
し
た
場
合
は
、
一
日
二
回
そ
れ
ぞ
れ
六
十
分
か
ら
当
該
承
認
又
は
請
求
に
係
る
各
回
ご

と
の
期
間
を
差
し
引
い
た
期
間
を
超
え
な
い
期
間
）

第
二
十
一
条
第
一
項
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
中
「
妻
」
を
「
配
偶
者
」
に
改
め
、
同
項
第
十
五

号
中
「
配
偶
者
」
の
下
に
「
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
）
」
を
加
え
、
同
項
第
十
九
号
中
「
四
日
」
を
「
五
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭


